
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）運用

時
間

欄
中四〜
五

一
四

７
時
30分
か
ら
21

時
30分
ま
で

７
時
40分
か
ら
20

時
30分
ま
で

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

五
上

四
令
和
十
八
年

令
和
十
三
年

令和年月日 木曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

横
浜
市
中
区
日
本
大
通
一
七
番
地

横
浜
商
船
運
輸
株
式
会
社

代
表
取
締
役

齋
藤

俊
介

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
付
で
株
券
を
発

行
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

三
重
県
四
日
市
市
水
沢
町
二
〇
二
二
番
地
一

丸
原
水
沢
製
茶
株
式
会
社

代
表
取
締
役

原

辰
徳

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

大
阪
市
北
区
東
天
満
二
丁
目
九
番
一
号

株
式
会
社
ア
イ
ニ
ー
ド

代
表
取
締
役

松
本

征
洋

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
二
月
十
九
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

愛
媛
県
西
条
市
神
拝
甲
三
二
〇
番
地

扶
桑
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渡
辺

浩

株
式
交
換
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
Ｎ
Ｍ
Ｔ
株
式
会
社
を
完
全
親
会
社
と
す
る
株

式
交
換
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株

券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
八
年
一

月
五
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

東
京
都
中
央
区
築
地
一
丁
目
一
三
番
一
号

メ
ド
ピ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役

後
藤

直
樹

株
式
交
換
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
Ｋ
Ｋ
Ｈ
株
式
会
社
を
完
全
親
会
社
と
す
る
株

式
交
換
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株

券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
八
年
一

月
五
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
一
一
番
一
号
山

王
パ
ー
ク
タ
ワ
ー
五
階
ト
ラ
ス
テ
ィ
ー
ズ
・
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
Ｌ
Ｌ
Ｐ
内

Ｎ
Ｍ
Ｔ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

石
見

陽

訂
正
公
告

令
和
七
年
九
月
四
日
（
号
外
第
二
〇
〇
号
）
掲
載
の
合

併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
甲
の
住
所
「
東
京

都
江
東
区
常
磐
二
丁
目
九
番
三
号
ジ
ェ
ル
メ
神
谷
町
一

階
・
地
下
一
階
」
と
あ
る
は
「
東
京
都
江
東
区
常
盤
二
丁

目
九
番
三
号
ジ
ェ
ル
メ
神
谷
一
階
・
地
下
一
階
」
の
誤
り

に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

東
京
都
江
東
区
常
盤
二
丁
目
九
番
三
号
ジ
ェ
ル
メ

神
谷
一
階
・
地
下
一
階

（
甲
）
一
般
社
団
法
人
日
本
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
委
員
会

代
表
理
事

梶
浦

敏
範

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
七
番
九
号
新
橋
ア
イ
ラ

ン
ド
ビ
ル
三
階

（
乙
）
一
般
社
団
法
人
サ
イ
バ
ー
犯
罪
捜
査
・

調
査
ナ
レ
ッ
ジ
フ
ォ
ー
ラ
ム

代
表
理
事

清
水

智

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
掲
載
の
資
本
金
及
び
資
本
準

備
金
の
額
の
減
少
公
告
中
、「
資
本
金
の
額
を
一
億
七
千
六

百
万
円
か
ら
七
千
六
百
万
円
減
少
し
」
と
あ
る
は
「
資
本

金
の
額
を
三
億
五
千
六
百
万
円
（
令
和
七
年
十
月
三
十
一

日
時
点
）
か
ら
二
億
五
千
六
百
万
円
減
少
し
」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
二
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
二
番
二
号
東
宝

日
比
谷
ビ
ル
一
五
階

株
式
会
社
Ｔ
Ｂ
Ｍ

代
表
取
締
役

山
﨑

敦
義

令
和
七
年
十
月
三
十
日
（
号
外
第
二
百
四
十
一
号
）
国

土
交
通
省
告
示
第
九
百
八
十
一
号
（
進
入
管
制
区
を
指
定

す
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
）

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
（
号
外
第
二
百
四
十
二
号
）

国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
九
十
三
号
（
火
災
時
に
生
ず
る

煙
を
有
効
に
排
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
給
気
口
及
び
排
気

口
の
構
造
方
法
等
を
定
め
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

五
四
ペ
ー
ジ
上
段
終
り
か
ら
五
行
目
の
前
に
次
を
加
え

る
。三

手
動
開
放
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

四

前
号
の
手
動
開
放
装
置
の
う
ち
手
で
操
作
す
る
部

分
は
、
壁
に
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
床
面
か
ら
八

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の

高
さ
の
位
置
に
、
天
井
か
ら
吊
り
下
げ
て
設
け
る
場

合
に
お
い
て
は
床
面
か
ら
お
お
む
ね
一
・
八
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
の
位
置
に
設
け
、
か
つ
、
見
や
す
い
方
法

で
そ
の
使
用
方
法
を
表
示
す
る
こ
と
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
八

十
一
号
（
都
市
計
画
に
関
す
る
件
）
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